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相 談 件 数 増 加 

「いじめ・嫌がらせ」の相談が２年連続で最多 

『平成27年度個別労働紛争解決制度施行状況』 

 

労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円満に解決するための「個別労働紛争 

解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で15年を迎えますが、職場での紛争解決に大きな 

役割を果たしています。この程、奈良労働局における平成27年度の状況をとりまとめたので公表し 

ます。 

 

奈良労働局発表 

平成 28 年 6 月 9 日 

【照会先】 

奈良労働局  雇用環境・均等室 

室      長    粟山 僚子 

雇用環境改善・ 

均等推進監理官       

（電話）０７４２－３２－０２１５ 

奈良労働局 
Press Release 

【平成27年度の相談、助言・指導、あっせん件数】 

・総合労働相談件数           9,249 件（前年度比 3.8％ 増） 

・民事上の個別労働紛争相談件数   1,883 件（  同    1.3％ 増） 

・助言・指導申出件数       89 件（ 同    1.1％ 減） 

・あっせん申請受理件数      82 件（ 同     1.2％ 減） 

（１） 相談件数は2年連続で増加。助言・指導申出件数は前年度並み。 

総合労働相談件数は平成 24 年度以来 3 年ぶりに 9,000 件を上回る高水準となった。民事上の個

別労働紛争相談件数は、前年度並み（微増）であった。助言・指導申出件数及びあっせん申請受理

件数は前年度並み（微減）であった。 

（２） 『いじめ・嫌がらせ』に関する相談が2年連続で最多に。 

民事上の個別労働紛争相談内容の内訳のうち、『いじめ・嫌がらせ』に関する相談が、前年度よ

り更に増加（前年度比 17.5％増）し、2年連続で最多となった。また、助言・指導申出件数につい

ても『いじめ・嫌がらせ』が『解雇』を抜いて初めて最多となった。 

（３） 迅速な処理を実現 

助言・指導は１カ月以内に 97.8％、あっせんは２カ月以内に 94.7％が手続を終了しており、『簡

易・迅速・無料』という制度の特徴を活かした運用がなされている。 

百歩   健 



平成２７年度の相談、助言・指導、あっせん件数
　　総合労働相談件数：９，２４９件（前年度比３．８％増）
　　民事上の個別労働紛争相談件数：１，８８３件（前年度比１．３％増）
　　助言・指導申出受付件数：８９件（前年度比１．１％減）
　　あっせん申請受理件数：８２件（前年度比１．２％減）

（１）相談件数は２年度連続で増加。民事上の個別労働紛争相談件数は微増。【資料１】
総合労働相談件数は、平成２４年度以来３年ぶりに９，０００件を上回る高水準となった。
民事上の個別労働紛争相談件数は、前年度並み（微増）であった。
助言・指導申出受付件数、及びあっせん申請受理件数は前年度並み（微減）の水準であった。

総合労働相談件数の推移

平成１９年度平成２０年度平成２１年度平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度平成２５年度平成２６年度平成２７年度
対前年度
比率（％）

29 奈 良 8,510 9,067 9,389 9,000 9,047 9,038 8,845 8,912 9,249 103.8%

民事上の個別労働紛争相談件数の推移

平成１９年度平成２０年度平成２１年度平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度平成２５年度平成２６年度平成２７年度
対前年度
比率（％）

29 奈 良 1,920 2,222 1,797 1,564 2,779 2,674 2,403 1,859 1,883 101.3%

助言・指導申出受付件数の推移

平成１９年度平成２０年度平成２１年度平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度平成２５年度平成２６年度平成２７年度
対前年度
比率（％）

29 奈 良 23 56 71 39 117 121 89 90 89 98.9%

あっせん申請受理件数の推移

平成１９年度平成２０年度平成２１年度平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度平成２５年度平成２６年度平成２７年度
対前年度
比率（％）

29 奈 良 165 186 160 165 148 121 84 83 82 98.8%
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【資料１】　平成１９年度～平成２７年度の相談、助言・指導、あっせん件数
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（２）【民事上の個別労働紛争の相談】「いじめ・嫌がらせ」が２年連続で最多。【資料２】
　民事上の個別労働紛争相談内容について、各項目別に見ると、「解雇」に関する相談が減少（前年度比２０．１
％減）し、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が最も多い件数（相談全体の２３．６％、前年度比１７．５％増）
となっている。　
　【※「いじめ・嫌がらせ」には、職場でのパワーハラスメントに関するものも含む。】

平成２６年度 135 37 79 339 418 97 191 2104

平成２７年度 151 32 70 328 491 104 136 2084

　 

（３）【助言・指導】申出件数は前年度並み。「いじめ・いやがらせ」が初めて最多に【資料３】
　助言・指導申出件数は、前年度並みの８９件（前年度比１．１％減）であった。
　項目ごとに見ると、「いじめ・嫌がらせ」が最多（前年度比１７．６％増）となっている。

平成２６年度 3 1 2 5 17 3 53 111
平成２７年度 7 2 2 8 20 0 39 114

※「内訳計」については、一事案に複数の内容を含む場合があるので、申出件数とは一致しない。
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【資料２】　民事上の個別労働紛争相談件数の内訳

【資料３】　助言・指導申出の内訳
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「採用取消」、「昇給・昇格」、「定年等」、「労働契約の承継」、「教育訓練」、「人事評価」については計上していない。

※「内訳計」については、一事案に複数の内容を含む場合があるので、相談件数とは一致しない。



（４）【あっせん】開催件数・合意件数共に前年より減少【資料４】
　　　平成２７年度にあっせんの手続きを終了した件数は７６件（前年度比１１．６％減）、あっせんを開催
　　した件数は４３件（前年度比１８．９％減）、合意等成立件数は３８件（前年度比１１．６％減）であった。
　　　申請内容の内訳については、「解雇」、及び「いじめ、嫌がらせ」が前年度と同数であり、高止まりで推
　　移している。内訳の合計についても増加しており、一事案に複数の内容を含む紛争が増加している。

平成２６年度 7 0 10 6 20 1 14 109

平成２７年度 8 0 6 0 20 4 14 113
※「内訳計」については、一事案に複数の内容を含む場合があるので、申請件数とは一致しない。

（５）助言・指導は１ヶ月以内に９７．８％、あっせんは２ヶ月以内に９４．7％処理しており、迅速処理を
　　　実現
　　　平成２７年度に手続きを終了した助言・指導事案は８９件であり、うち８７件（９７．８％）が１か月
　　以内の期間で処理を行っている。
　　　助言・指導の処理期間の詳細は、１０日以内が７６件（８５．４％）と大半を占め、１０日を超え１ヶ月
　　以内が１１件（１２．４％）となっており、迅速に処理を進めることができている。
　　　また、平成２７年度に手続きを終了したあっせん事案は７６件であり、このうち合意が成立したものは、
　　３８件（５０．０％、前年度５０．０％）であった。また、申請人の都合により申請が取り下げられたもの
　　は３件（３．９％）、紛争当事者の一方が手続きに参加しないなどの理由であっせんを打ち切ったものは、
　　３５件（４６．１％）であった。
　　　あっせんの処理期間は、１ヶ月以内が５２％（前年度４４．２％）、１ヶ月を超え２ヶ月以内が４２．
　　７％（前年度４８．８％）であり、２ヶ月以内に処理終了したものは９４．７％（前年度９３．０％）とな
　　っている。
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【資料４】　あっせん申請内容件数
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